
（別記様式２）

現在の運営方法

内線

２　施設の役割
(1) 設置目的

(2) 設置当初の状況

(3) 施設を取り巻く現状

３　施設の概要

365,578 千円

◇入園料・利用料等　　　（円） ◇利用時間（休館日）

金額

所在地 前橋市富士見町小暮２４２５番地

□直営　　　　■指定管理者

※　入園料・利用料等の区分が多い場合は、別紙も可

建設費

※１　施設数の区分が多い場合は、別紙も可
※２　備考欄には、過去の大規模改修等の状況を記入

県民の動物愛護精神を養うとともに、馬に関する知識の普及及び乗馬技術の向上を図る。

昭和58年10月に「あかぎ国体」の馬術競技会が県畜産試験場敷地において開催され、馬術競技への関
心の高まりと跡地利用を図るため、県立の馬事公苑として整備された。

公の施設のあり方検討結果個表

１　施設の設置根拠（法律、条例等）

群馬県馬事公苑の設置及び管理に関する条例

施設の名称

所管部局・課

群馬県馬事公苑

農政部米麦畜産課

担当係 畜産経営係 3103

管理棟(900.23㎡、鉄骨造2階)、第2厩舎(195.24㎡、鉄骨造)、第3厩舎(431.20
㎡、RC造2階）、宿舎(82.30㎡、木造）、屋内馬場(1,225.86㎡、鉄骨ハイブリッド
張力構造）、本馬場(7,130㎡）、屋外多目的トイレ(8.93㎡、鉄骨１階)

県有馬５頭(サラブレッド５頭）（R7.7末現在)

区分

一般

大学生・高校生

県内唯一の公式馬術競技ができる施設であり、この機能に関しては県内にある民間乗馬クラブからの利
用要望も強い。
観光、教育、健康・福祉等の多面的な機能を有する施設ではあるが、現状はこれらの機能を十分に活用
できていない。

休苑日   ：火曜日（祝日の場合は翌平日）、12月29日から1月
3日
開苑時間：9～17時（6月～10月の水、金はナイター乗馬の予
約状況により9時～21時）

昭和61年3月31日

40,225㎡（群馬県）

設置年月日

備考

主な施設（床面積、階数等)

敷地面積（所有者）

別紙のとおり



４　施設における実施事業

５　管理運営コストの状況 （千円）
令和７年度（当初予算額） 令和６年度（決算額） 令和５年度（決算額） 令和４年度（決算額） 令和３年度（決算額）

2,862 2,862 2,862 2,862 662

使用料 11 11 11 11 11

土地貸付料 211 211 211 211 211

雑入（ネーミングライツ） 2,640 2,640 2,640 2,640 440

22,076 21,849 21,307 27,558 22,425

需用費 0 0 96 0 120

修繕費 2,640 400 1,695 2,523 773

委託費 19,436 20184 19,612 19,436 19,980

工事費 0 0 0 0 1,672

備品費 0 1265 0 5,599 0

-19,214 -18,987 -18,445 -24,696 -21,763歳入・歳出の差額（①－②）

区　　分

歳　入（①）　

【指定管理業務】
・施設及び県有馬の維持管理
【自主事業】
・乗馬技術の指導及び馬の利用に関する知識の普及啓発に関する業務
・乗馬教室、馬術大会等の開催に関する業務
・一般からの馬預託

令和４年度はトラクターを購入したことにより歳出が増加している。

歳　出（②）　

歳入・歳出の主な増減理
由

※　指定管理者が自主事業を行っている場合は、区分して記入

※１　施設の管理運営に係る県の歳入・歳出を記入（総務調整費等からの支出も含める。指定管理者の収支ではない。）
※２　人件費は、常勤職員と非常勤職員を区分して記入
※３　歳入・歳出科目は適宜加除修正すること



※指定管理制度導入施設は、次の項目を追加して記入
◇指定管理者の収支状況（指定管理業務に係る部分のみ） （千円）

令和７年度（当初計画額） 令和６年度（決算額） 令和５年度（決算額） 令和４年度（決算額） 令和３年度（決算額）

85,666 82,938 86,110 82,250 74,846

指定管理費 19,436 19,436 19,436 19,436 19,980

利用料金 6,218 5,434 5,775 6,494 5,944

自主事業 57,685 51,007 55,208 53,417 46,470

財産・資産運用収入 1,606 1,761 1,602 797 715

その他（雑収入等） 721 5,300 4,089 1,942 1,737

物価高騰対策支援金 0 0 164 0

85,666 83,062 85,970 83,347 73,281

人件費 18,352 19,306 19,210 19,031 17,068

委託料 3,248 3,694 3,140 2,970 3,523

光熱水費 1,083 1,022 961 1,325 761

租税公課費 1,084 1,499 1,625 1,658 1,702

その他 6,289 4,950 4,399 4,525 4,025

自主事業費等 55,610 52,591 56,635 53,838 46,202

0 -124 140 -1,097 1,565

区　　分

収　入（①）

※１　指定管理者の指定管理業務に係る収支を記入（指定管理者団体全体の収支ではない。）
※２　収入・支出科目は適宜加除修正すること

収支（①－②）

支　出（②）

歳入・歳出の差額、収支
の主な増減理由

収入については令和５年度から通常乗馬等の利用料金を一部見直した。
支出については令和４年度に複数回に渡る漏水により水道代が上昇した。
近年の飼料価格の高止まりにより、馬の餌代も増加している。
令和６年度の冬季は職員の賞与の減額を行い、人件費を抑制している。



６　職員の状況（各年度４月１日現在） （人）

令和７年度 令和６年度 令和５年度 令和４年度 令和３年度

4 4 4 4 4

7 7 7 7 6

11 11 11 11 10

７　施設利用の状況

令和７年度※１ 令和６年度 令和５年度 令和４年度 令和３年度

15,280 53,450 57,510 60,310 54,050

有料利用者数（人） 2,700 11,345 12,339 12,909 12,192

無料利用者数（人） 12,580 42,105 45,171 47,401 41,858

10,900 10,900 10,900 10,900 10,900

８　必要性及び管理運営方法についての方向性

区
分

施
設
の
必
要
性

業
務
等
の
見
直
し

区　　分

年間利用者総数（人）

・県内唯一の公式馬術競技ができる施設として、馬術の振興や競技水準の向上に大きく貢献してい
る。
・ビジター制で初心者がいつでも利用できることから、乗馬利用者の底辺拡大を図るための施設とし
て民間乗馬クラブの活動を補完している。
・県外からの利用者も多くいることから、観光資源としての利用も見込める。
・令和11年開催予定の「湯けむり国スポ」の会場地として選定されている。
以上のことから、施設としての必要性がある。

施設稼働率（％）※３

※１　見込数又は途中実績を記入
※２　目標利用者数を設定していない場合は無記入
※３　施設稼働率の概念が当てはまらない施設は無記入

内　　　　　容

※　指定管理者導入施設については、主に指定管理業務に従事する職員数を記入（主に自主事業業務に従事している職員、
　一部指定管理業務に従事しているが大部分を他の会社（団体）業務等に従事している場合は記入しない。）

常勤職員

非常勤職員

合　　計

・施設整備後39年が経過していることから、必要な改修に努め施設の有効活用を図る。
・観光やレジャーとしての乗馬等、新たな活用方法を検討し、利用者の拡大を図る。
・SNS等を活用した積極的なＰＲ活動を行い、初心者を中心に新たな利用者の確保に努め、運営の
健全化を図る。

利用者の主な増減理由 令和５年度から通常乗馬等の利用料金の値上げを実施したため

目標利用者数（人）※２

稼働率対象施設（設備）



群馬県馬事公苑利用料金
（平成７年度）

利用料単価
（円）

20,800

20,800

41,600

41,600

20,800

20,800

41,600

20,800

730

200

200

730

730

1,460

730

100

20,800

20,800

41,700

20,800

730

730

1,460

730

100

１房１月 26,100

１房24時間 1,350

１泊 1,350

７泊以上 1,030

１泊 2,610

７泊以上 2,080

100

100

2,080

100

100

指導なし 3,500

指導付き 4,300

指導なし 4,500

指導付き 5,300

小学生以下 500

その他 800

64,400

3,350

1,700

1,200

3,500

4,500

4,000

1,700

4,500

調教料（馬装込み）

第三者指導料（預託）一般

大会時騎乗及び指導

9:00～13:00

自主事業（半日）

17:00～21:00

夜間照明（占用）

夜間照明（自馬）

その他の時間の区分で利用30分につき

外部利用

１房１月

9:00～17:00

17:00～21:00

9:00～13:00

13:00～17:00

9:00～17:00

外部利用（半日）

通常乗馬

高校生以下

その他

引き馬

乗馬教室・少年団

外部利用（１日）

17:00～21:00

9:00～13:00

13:00～17:00

通常乗馬

13:00～17:00

13:00～17:00

9:00～17:00

17:00～21:00

厩舎

個人使用

その他の時間の区分で利用30分につき

宿舎

指
定
管
理

占用使用

占用使用

個人使用

屋外馬場

屋内馬場

その他の料金

項　　　　　目

その他の料金

乗馬指導

第三者指導料（預託）高校生以下

9:00～17:00

自主事業（１日）

１房24時間
預託料

自
主
事
業

9:00～13:00

一般乗馬・調馬策料

調馬索・調整（預託馬）

高校生以下

その他

１泊につき

シャワー

１頭45分

馬道１周

ロッカー

夜間照明（公苑）


